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１ 議決の内容 

  （仮称）千葉県立葛南地区特別支援学校整備建築工事に係る契約の締結

について 

 

２ 根拠法令 

（１）地方自治法 第９６条第１項第５号（議決案件） 

（２）千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例 第２条 

   （議会の議決に付すべき契約） 

 

３ その他 

   本件は、知事から、議案案件の公表があるまで、具体的な内容は公表

できません。 

 （仮称）千葉県立葛南地区特別支援学校整備建築工事の請負契約締結にあたり、

県議会に上程することを知事に申し入れたことについて、教育長が臨時に代理 

したことを報告しました。 


